
（様式－１）

令和 年 月 日

主任調査(監督)員

殿

受 注 ( 請 負 ) 者

管理(主任)技術者 氏名 印

業 務 実 施 体 制 表

業務名：

上記業務について別紙のとおり業務実施体制表を提出します。



（様式－２） 業務実施体制表

業務名：

受注（請負）者の体制
再委託者（協力者）の体制 [再委託を行う場合]

・再委託者の商号又は名称 ・再委託者の商号又は名称

・有資格業者登録番号 ・有資格業者登録番号

・TECRIS登録番号 ・TECRIS登録番号
・分担業務の内容 ・分担業務の内容

・履行期間 ・履行期間

・担当技術者氏名 ・担当技術者氏名

・TECRIS技術者ＩＤ ・TECRIS技術者ＩＤ
・受注（請負）者の名称

・有資格業者登録番号

・TECRIS登録番号 ・再委託者の商号又は名称 ・再委託者の商号又は名称

・管理（主任）技術者氏名 ・有資格業者登録番号 ・有資格業者登録番号

・TECRIS技術者ＩＤ ・TECRIS登録番号 ・TECRIS登録番号
・照査技術者氏名 ・分担業務の内容 ・分担業務の内容

・TECRIS技術者ＩＤ ・履行期間 ・履行期間

・担当技術者氏名 ・担当技術者氏名 ・担当技術者氏名

・TECRIS技術者ＩＤ ・TECRIS技術者ＩＤ ・TECRIS技術者ＩＤ
・分担業務の内容

・担当技術者氏名

・TECRIS技術者ＩＤ ・再委託者の商号又は名称 ・再委託者の商号又は名称

・分担業務の内容 ・有資格業者登録番号 ・有資格業者登録番号

・担当技術者氏名 ・TECRIS登録番号 ・TECRIS登録番号
・TECRIS技術者ＩＤ ・分担業務の内容 ・分担業務の内容

・分担業務の内容 ・履行期間 ・履行期間

・担当技術者氏名 ・担当技術者氏名

・TECRIS技術者ＩＤ ・TECRIS技術者ＩＤ
：再委託しない場合の実施体制

：再委託する場合の実施体制

注１）業務の主体的部分を再委託（下請負）してはならない。なお、主体的部分とは、測量業務共通仕様書第 127条、地質・土質調査業務共通仕様書第 126条及
び土木設計業務等共通仕様書第 1126条及び特記仕様書による。

注２）コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理などの簡易な業務に関する再委託については、記載不要である。
注３）注１）及び注２）に規定する業務以外を再委託する場合は、発注者の承諾を必要とする。


